
■元方事業者・関係請負人それぞれ役割に応じたリスクアセスメントの実施の徹底
■墜落・転落災害防止対策の徹底
　（足場に係る改正労働安全衛生規則の順守、足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の
　徹底、足場の設置が困難な屋根上作業での墜落防止対策の徹底、ハーネス型安全帯の普及促進）
■「見える化」の積極的な取組による、労働者の安全意識の向上、安全活動の活性化の徹底
■建設資材等のトラック積込み、積卸し時における荷台からの墜落・転落災害防止の徹底
■熱中症予防対策の徹底
■解体・改修工事等における石綿ばく露防止対策の徹底

平成 30年版 ( 平成 29 年労働災害のとりまとめ）

神奈川県下における
建設業労働災害の現状と対策
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できる労働環境を実現する 

（第 13 次労働災害防止計画スローガン）

神奈川労働局労働基準部

建設業における災害防止のポイント
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１　労働災害の推移
　

46年
47年
48年
49年
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51年
52年
53年
54年
55年
56年
57年
58年
59年
60年

休業者数
死亡者数
労働者数
事業場数
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年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年

比率（％）

全産業

建設業

建設業

全産業

年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年

比率（％）

全産業

図 労働災害による死亡者数の年次別推移

図 死傷者数の年次別推移

建設業

建設業の死傷者数は、図 のとおり、長期的には減少傾向にあって、平成 年は過去最少の 人となり、全産業に占め

る比率も ％と過去最小を記録した。

全産業

% 
 

人 

人 

建設業の死亡者数は、図１のとおり、昭和 年に 人を記録して以降、増減を繰り返しながらも長期的に減少傾向を示
している。平成 年以降は減少が続き、平成 年には 人を下回り、平成 年は過去最少の 人となった。

％ 

% 
 

人 
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２　工事種別の災害発生状況

死亡災害工事種別

土木工事業
建築工事業

死亡者
人

全産業

図 平成 年 建設業･工事種別の死傷者

図 平成 年 建設業･工事種別の死亡者 （参考） 平成 年 全産業･業種別の死亡者

（参考） 平成 年 全産業･業種別の死傷者

工事種別の死亡者数は、図 のとおり、建築工事業木造家屋建築工事業は 人が 人 、土木工事業が 人 ）で

あった。

工事種別の死傷者数は、図 のとおり、建築工事業（木造家屋建築工事業を除く）が 人と最も多く建設業全体の ％を

占め、次いで土木工事業の 人（ ）、木造家屋建築工事業が 人（ ）、その他の建設業 人（ ）の順であっ

た。この内訳の比率は前年までとほぼ同じであった。

平成 年以降における工事種別の死亡者推移は、図 のとおりであった。
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図 工事種別の死亡者の推移
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３　事業規模別の災害発生状況

４　年齢階層別の災害発生状況

図 平成 年 規模別の死傷者図 平成 年 規模別の死亡者

事業場規模別の死亡者数は、図 のとおり、事業場規模 人未満が 人（ ）となった。

事業場規模別の死傷者数は、図 のとおり、 名未満の事業場が 人と最も多く建設業全体の ％を占め、

次いで事業場規模 ～ 人の 人（ ）、 ～ 人の 人（ ）の順であり、建設業の死傷災害全体の ％

が規模 人未満の事業場において発生している。

年齢階層別の死亡者数は、図 のとおり、全員が 歳代の労働者であった。

年齢階層別の死傷者数は、図 のとおり、 歳代が 人と最も多く全体の ％であり、 歳代の 人、 歳

代の 人と続いている。

図 平成 年 年齢階層別の死亡者 図 平成 年 年齢階層別の死傷者
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５　経験年数別の災害発生状況

６　現場入場日数別の死亡災害発生状況

図 － 平成 年 経験年数別の死亡者

経験年数別の死亡者数は、図 のとおりであり、平成 年においては、経験年数 年以上 年未満の者が 人

で ％を占めていた。

死傷者数は、図 のとおり、１ 年以上 年未満が 人と最も多く全体の ％を占めていた。また、図 のと

おり、平成 年も例年同様、 年以上のベテランの死傷者全体に占める割合が全体の半数以上を占めていた。

図 － 平成 年 経験年数別の死傷者

現場入場日数別の死亡災害発生状況は、図 のとおり、入場 日目に 人が亡くなっている。現場入場後 ～ 日

の死亡も 人であったので、入場１週間以内の死亡者数は 人（ ％ となった。

工事種別発生状況は、図 のとおりであった。

図 －１ 平成 年 現場入場日数別死亡者 図 － 平成 年 工事種別現場入場日数別死亡者
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図 － 経験年数別の死傷者推移
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７　事故の型別の災害発生状況

８　起因物別の災害発生状況

事故の型別災害の死亡者数は、図 のとおりであった。なお、前年まで最多であった｢墜落、転落」は１人にとどまっ

た。

事故の型別災害の死傷者は、図 のとおり、「墜落、転落」が 人（ ）と最も多く全体の約 分の を占めている。

以下、多い順から｢飛来・落下｣と「転倒」が 人（ ）、「はさまれ・巻き込まれ」 人（ ）、｢切れ・こすれ｣ 人

（ ）、｢動作の反動・無理な動作｣ 人（ ）、「激突」 人（ ）であった。

なお、建設業における足場からの墜落防止措置を強化するため、平成 年 月 日付けで「足場からの墜落・転落災害

防止総合対策推進要綱」が改正され、さらに、平成 年 月 日に改正労働安全衛生規則が施行されたが、平成 年の

「墜落・転落」災害については、死亡者数が平成 年の 人から 人に減少、また、死傷者数も平成 年の 人から 人

に減少という状況であった。

図 平成 年 事故型別の死亡者 図 平成 年 事故型別の死傷者

図 平成 年 起因物別の死亡者 図 平成 年 起因物別の死傷者

起因物別の死亡者数は、図 のとおりであった。

死傷者数においては、「墜落・転落」災害が多いことにより、起因物としても「仮設物、建築物、構築物等」が最も多く、

人で全体の ％を占めていた。 番目以降は、「用具」 人（ ）、「材料」 人（ ）、「動力運搬機」 人 、「建

設機械等」 人 の順であった 図 ）。脚立、はしご、ロープ等は「用具」の分類に含まれる。
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９　木造家屋等建築工事における災害発生状況

図 木造家屋建築工事における死亡者数推移 （平成 年～平成 年）

木造家屋等建築工事における死傷者数は、図 のとおり、事故の型別では、｢墜落、転落｣が 人と最も多く全体の
％を占めており、 番目以降は、｢切れ、こすれ」 人 ）、「飛来、落下」 人（ ）、｢激突｣ 人（ ）、「転倒」

人（ ）であった。
起因物別では、図 のとおり、「仮設物、建築物、構築物等」の死傷者数が 人と最も多く全体の ％を占めてお
り、２番目以降は、「用具」 人（ ）、「木材加工用機械」 人 、「材料」 人 の順となった。
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10　公共工事等における災害発生状況

27年

28年

29年

図 １ 公共工事等における死亡者数・比率
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11　月別の死亡・死傷災害発生状況
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5年合計

建設業以外
建設業

12　熱中症災害発生状況

過去 年間の月別死亡災害発生状況（ 年間月別累計）は、図 のとおりであった。

図 月別の死亡災害発生状況（平成 年～平成 年（過去 年）の月別累計）

図 月別の死傷災害発生状況（平成 年～平成 年（過去 年）の月別累計）

過去 年間の月別死傷災害の発生状況（ 年間月別累計 は、図 のとおりであり、 月と 月に多く発生した。
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過去 年間の建設業、建設業を除く全業種の死亡及び休業 日以上熱中症の発生状況は、図 のとおりである。

熱中症による死亡災害については、平成 年以降において、平成 年に 人、 年に 人発生している。

平成 年の 人は建設業において発生したもので、解体作業に従事していた作業員が、昼休み前に気分が悪くなり

熱中症で死亡したもの。

厚生労働省は、災害防止団体とともに、熱中症予防の徹底を図ることを目的として、平成 年 月 日から 月 日ま

での期間を「ＳＴＯＰ！熱中症 クールワークキャンペーン」を展開している。

人 

熱中症を予防するために

①冷房を備えた休憩場所、日陰など

の涼しい休憩場所を確保する。

②氷、冷たいおしぼりなどの身体を

適宜に冷やすことのできる物品や設

備を配置する。

③暑さ指数（ＷＢＧＴ値）を活用す

る。（ＷＢＧＴ値：温度、湿度、輻射熱

の３つを取り入れた指標）

④日常の体調管理を徹底し、脱水

症状を起こす誘因になりかねない作

業前日の夜遅くまでの深酒を避け、

作業に備えた十分な睡眠を確保す

る。

- 8 -



11　月別の死亡・死傷災害発生状況

　

28年
29年

5年合計

建設業以外
建設業

12　熱中症災害発生状況

過去 年間の月別死亡災害発生状況（ 年間月別累計）は、図 のとおりであった。

図 月別の死亡災害発生状況（平成 年～平成 年（過去 年）の月別累計）

図 月別の死傷災害発生状況（平成 年～平成 年（過去 年）の月別累計）

過去 年間の月別死傷災害の発生状況（ 年間月別累計 は、図 のとおりであり、 月と 月に多く発生した。

6 
5 

6 

4 

2 

4 

7 

4 
3 3 

4 

2 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

人 
 

338 349 
375 

293 314 340 
389 

330 354 338 349 
291 

-50

50

150

250

350

450

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

人 
 

図 平成 年～平成 年 熱中症災害発生状況 （年別死傷災害発生状況）

7 7 4 5 
12 

20 

10 
22 

16 

17 

0

5

10

15

20

25

30

35

25年 26年 27年 28年 29年 

建設業以外 建設業 

29 
27 26 

21 

17 

過去 年間の建設業、建設業を除く全業種の死亡及び休業 日以上熱中症の発生状況は、図 のとおりである。

熱中症による死亡災害については、平成 年以降において、平成 年に 人、 年に 人発生している。

平成 年の 人は建設業において発生したもので、解体作業に従事していた作業員が、昼休み前に気分が悪くなり

熱中症で死亡したもの。

厚生労働省は、災害防止団体とともに、熱中症予防の徹底を図ることを目的として、平成 年 月 日から 月 日ま

での期間を「ＳＴＯＰ！熱中症 クールワークキャンペーン」を展開している。

人 

熱中症を予防するために

①冷房を備えた休憩場所、日陰など

の涼しい休憩場所を確保する。

②氷、冷たいおしぼりなどの身体を

適宜に冷やすことのできる物品や設

備を配置する。

③暑さ指数（ＷＢＧＴ値）を活用す

る。（ＷＢＧＴ値：温度、湿度、輻射熱

の３つを取り入れた指標）

④日常の体調管理を徹底し、脱水

症状を起こす誘因になりかねない作

業前日の夜遅くまでの深酒を避け、

作業に備えた十分な睡眠を確保す

る。

２月

１7時頃

3月

1６時頃

６月

1１時頃

（発生状況）
　免震用の仮設ブレース（Ｈ鋼材、長さ５メートル、重
さ約１．７５トン）の取り外し作業のため手動のチェー
ンブロック２個を使用して仮設ブレースを吊り上げてい
たが、仮設Ｈ鋼材が振れたため、チェーンブロックのア
ンカー部分に衝撃が加わりチェーンブロック及び仮設ブ
レースが落下、直下にいた被災者に当たり、被災者は床
面との間に挟まれたもの。

（災害防止のポイント）
①つり上げられた重量物の下部やその周辺には立ち入ら
ないことを徹底させること。
②仮設のつり上げ装置(チェーンブロック)の設置につい
ては、固定用アンカーボルトの強度を確認すること。

その他の仮設物、建
築物、構築物等

飛来、落下

掘削用機械

激突され

玉掛用具

激突され

発　生　状　況

災害防止のポイント

（発生状況）
　掘削用機械を４ｔトラックの荷台に乗せようとした際
に、掘削用機械が倒れてアームの下敷きになったもの。
道板は使用していなかった。

（災害防止のポイント）
　本件は、掘削用機械をトラックの荷台に乗せる際、道
板等を使用せず、バケットをトラックの荷台に押し付け
て当該掘削機械の車体を浮き上がらせクローラを荷台の
端に引っ掛けた状態にしたとき、片側のクローラが滑り
落ち転倒し合図者が下敷きになったもの。
①掘削用機械の積卸しは、平坦で堅固な場所で、道板、
盛土、仮設台を使用して行うこと。
②道板を使用するときは、十分な長さ、幅及び強度を有
する道板を用い、適当な勾配で確実に取り付けること。
③盛土、仮設台等を使用するときは、十分な幅、強度及
び勾配を確保すること。

（発生状況）
　桁製作ヤード内において、橋型クレーンを使用して鋼
製型枠（総重量１．８ｔ）を２本のナイロンスリングで
玉掛けし吊り上げて移動中、１本のスリングが切断して
荷が傾斜しながら落下、もう１本のスリングも切断し
た。このため鋼製型枠が落下、下にあった発電機に当
たって跳ね返り、そばにいたクレーン操作者に激突した
もの。

（災害防止のポイント）
①つり荷の重量、重心位置、形状等を勘案して、適切な
玉掛け方法、玉掛け用具を選定すること。
②ナイロンスリングを使用して荷をつるときは、当て物
等の使用により切断を防止すること。

番号

発生月
業　　種

起 因 物

発注関係

発生時刻
事業場規模 事故の型

土木工事業
公共

３０～４９名

土木工事業
公共

１～９名

建築工事業
民　　間

１０～２９名

平成 年における建設業の死亡災害の概要
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７月

1１時頃

９月

８時頃

１２月

１４時頃

建築工事業
民　間

１～９名

屋根

墜落・転落

（発生状況）
　工場のスレート屋根を補修する作業を行っていた労働者
が、休憩を終えて作業箇所に移動していたところ、スレー
トを踏み抜いて約４メートル下のコンクリート上に墜落し
たもの。

（災害防止のポイント）
①スレート等の材料でふかれた屋根の上で作業を行うとき
は、幅３０センチメートル以上の歩み板を設け、防網を張
る等の措置を講ずること。
②高所作業に当たっては、保護帽を着用すること。

その他の建設業
民　　間
１～９名

乗用車、バス、バイク

交通事故（道路）

（発生状況）
  被災者は、当日作業予定の現場に向かう前に前日に完工
した建設現場に置き忘れた会社所有の工具を取りに行くた
め、自宅から当該現場にバイクで向かう途中、赤信号の交
差点を直進して右折車両と衝突したもの。

（災害防止のポイント）
①交通労働災害防止のためのガイドラインに示された事項
を推進すること。

土木工事業
公　共
1～９名

高所作業車

はさまれ、巻き込ま
れ

（発生状況）
　高所作業車（トラック式）２台を使用して、隧道補修作
業を行っていた際、作業箇所変更のため、高所作業車の運
転者である被災者がアウトリガーのジャッキを上げたとこ
ろ高所作業車が逸走し、もう一台の高所作業車との間に挟
まれたもの。

（災害防止のポイント）
①サイドブレーキを確実にかけること。
②４輪に輪止めをすること。
③高所作業車撤去時の逸走を防止するため、サイドブレー
キが確実にかかっているか確認し、４輪に輪止めをするこ
と等を示した作業手順を定め、周知を図ること。

番号

発生月
業　　種

起 因 物 発　生　状　況

災害防止のポイント
発注関係

発生時刻
事業場規模 事故の型
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番号
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発生時刻
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１４ 

（解説補足） 
1 使用者は、労働契約に基づく賃金支払義務を負うほか、労働契約に特段の規定がなくとも、付随的義務として

当然に安全配慮義務を負うことを規定したものです。 
2 労働契約法の安全配慮義務の「生命、身体等の安全」とは心身の健康も含まれます。 
3 「必要な配慮」とは、労働安全衛生関係法令で最低限遵守しなければならない事項は当然に守ってい  ただい
た上、加えて、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等の具体的な状況に応じて必要な配慮 をすることが求
められるものです。 

１５ 労働契約法で規定する安全配慮義務 
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１６ 建設業の交通労働災害の防止対策
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１６ 建設業の交通労働災害の防止対策

（厚生労働省のパンフレットからの抜粋） 
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（厚生労働省のパンフレットからの抜粋） 
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１９  
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２６ 
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署　　　名 管轄区域 郵便番号 住　　　　　　　所 電話番号

横浜南労働基準監督署
横浜市（中区、南区、磯子
区、港南区、金沢区）

横浜市中区北仲通5-57
横浜第2合同庁舎9階

安全衛生課

代表 211-7374

鶴見労働基準監督署
横浜市（鶴見区(扇島（川
崎南管轄)を除く）)

横浜市鶴見区鶴見中央2-6-18

川崎南労働基準監督署
川崎市（川崎区、幸区）、
横浜市鶴見区扇島

川崎市川崎区宮前町8-2

川崎北労働基準監督署
川崎市（中原区、宮前区、
高津区、多摩区、麻生区）

川崎市高津区溝口1-21-9
安全衛生課

代表 820-3181

横須賀労働基準監督署
横須賀市、三浦市、逗子
市、葉山町

横須賀市新港町1－8
横須賀地方合同庁舎5階

横浜北労働基準監督署
横浜市（西区、神奈川区、港
北区、緑区、青葉区、都筑
区）

横浜市港北区新横浜3-24-6
横浜港北地方合同庁舎3階

安全衛生課

代表 474-1251

平塚労働基準監督署
平塚市、伊勢原市、秦野
市、大磯町、二宮町

平塚市浅間町10-22
平塚地方合同庁舎3階

藤沢労働基準監督署
藤沢市、茅ヶ崎市、鎌倉
市、寒川町

藤沢市朝日町5-12
藤沢労働総合庁舎3階

小田原労働基準監督署
小田原市、南足柄市、足柄
上郡、足柄下郡

小田原市浜町1-7-11

厚木労働基準監督署
厚木市、海老名市、大和
市、座間市、綾瀬市、愛甲
郡

厚木市中町3－2－6
厚木Ｔビル5Ｆ

相模原労働基準監督署
相模原市
（旧 津久井郡を含む）

相模原市中央区富士見6-10-10
相模原地方合同庁舎4階

横浜西労働基準監督署
横浜市（戸塚区、栄区、泉
区、旭区、瀬谷区、保土ヶ谷
区）

横浜市保土ヶ谷区岩井町1-7
保土ヶ谷駅ビル4階

労働基準監督署一覧

神奈川労働局労働基準部 安全課
〒 横浜市中区北仲通 横浜第 合同庁舎

電話 （ ） （ ）

 働く方々の一人一人がかけがえのない存在であり、それぞれの事業場において、一人の被災者も

出さないという基本理念の下、働く方々の一人一人がより良い将来の展望を持ち得るような社会とし

ていくためには、日々の仕事が安全で健康的なものとなるよう、不断の努力が必要である。 

   また、一人一人の意思や能力、そして置かれた個々の事情に応じた、多様で柔軟な働き方を選択

する社会への移行が進んでいく中で、従来からある単線型のキャリアパスを前提とした働き方だけで

なく、正規・非正規といった雇用形態の違いにかかわらず、副業・兼業、個人請負といった働き方にお

いても、安全や健康が確保されなければならない。 

   さらに、就業構造の変化等に対応し、高年齢労働者、非正規雇用労働者、外国人労働者、障害者

である労働者の安全と健康の確保を当然のこととして受け入れていく社会を実現しなければならな

労働災害防止計画が目指す社会



■元方事業者・関係請負人それぞれ役割に応じたリスクアセスメントの実施の徹底
■墜落・転落災害防止対策の徹底
　（足場に係る改正労働安全衛生規則の順守、足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の
　徹底、足場の設置が困難な屋根上作業での墜落防止対策の徹 底、ハーネス型安全帯の普及促進）
■「安全の見える化」の積極的な取組による、労働者の安全意識の向上、安全活動の活性化の徹底
■建設資材等のトラック積込み、積卸し時における荷台からの墜落・転落災害防止の徹底
■熱中症予防対策の徹底
■解体・改修工事等における石綿ばく露防止対策の徹底

平成 29年版 ( 平成 28 年労働災害のとりまとめ）

神奈川県下における
建設業労働災害の現状と対策

誰もが安心して健康に働くことができる社会を実現するために！
（第 12次労働災害防止計画スローガン）

建設業労働災害防止協会神奈川支部

建設業における災害防止のポイント

建設業「見える化」の推進 

「 見 え る 化 」 と は 職 場 に ひ そ む 危 険 な ど を 目 に 見 え る 形 に し て 、

効 果 的 に 災 害 防 止 を 推 進 す る 取 組 で す 。 「 見 え る 化 」 す る こ と に

よ り 、 労 働 者 の 安 全 意 識 が 高 ま り 、 安 全 活 動 の 活 性 化 の 効 果 が

期 待 で き ま す 。  


